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議案第６０号  

財産の処分について  

 次のとおり財産を処分することについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第１５号）第

３条の規定により、議会の議決を求める。  

１  処分する財産   

旧埼玉医療生活協同組合羽生総合病院跡地  

仮換地  従前地  

所在地  地積（㎡）  所在地  地目  地積（㎡）  

羽 生 都 市 計 画 事 業

岩 瀬 土 地 区 画 整 理

事業施行地区内２５

街区５１画地  

９,６７９ 

羽生市大字

上岩瀬字中

妻５５１番１ 

宅地  １３,５０６.０２ 

２  処 分 の 方 法 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１６７条の２第１項第２号の規定による随意契約  

３  処 分 金 額 金３４２ ,６３６ ,６００円  

（処分単価３５,４００円／㎡、地積９,６７９㎡で算出） 

４  処分の相手方 東京都品川区西五反田三丁目９番２３号  

丸和油脂株式会社  

代表取締役  倉持  和夫  

５  処 分 の 目 的 羽生都市計画事業岩瀬土地区画整理事業施行地区

内において、新たな産業団地を整備するに当たり、

羽生市岩瀬土地区画整理組合が公募により決定し

た進出企業に対して、羽生都市計画事業岩瀬土地

区画整理事業施行地区内の市有地を売却する。  

令和３年６月２日提出  

             埼玉県羽生市長  河  田  晃  明    


